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１　決議案について
　・前回の代表者会議で了承されたとおり、正副委員長で作成した文案を代表者へ配付し、検討を依頼。
　・維新及び自民から正副委員長案に賛同する回答あり。公明からは「総論としては賛同だが、文案で用いている「成果」や「成功」という表現は、第三者が行うものであり、使用を控えた方が良いのではないか。」との意見あり。
　・正副委員長としては、大きな事故もなく無事に閉幕したこと、一般来場者数が2500万人を超えたこと、万博の運営収支の黒字化が見込まれること、ビジネスの交流が促進されたこと、維新及び自民には文案に賛同いただいていることなどから、決議に「成果」や「成功」という表現を用いることは特に問題ないと判断し、これらの箇所は変更しない旨の説明あり。
　・未定であった来場者数及び宣言の名称を追記した最終の正副委員長案を、委員会提出決議案として、この後の委員会に提出することについて各会派了承。
・決議案に対する質疑及び委員間討議について、各会派から意向がなかったため、実施しないことで各会派了承。
・意見開陳
・大阪維新…　無
・公 明 党…　無
・自 民 党…　無
・決議案に対する賛否
　・大阪維新…　賛成
　・公 明 党…　賛成
　・自 民 党…　賛成
・採決は、簡易採決。
　・提案説明の内容については、委員長一任とすることで各会派了承。

２　調査報告書について
　・本件についても、前回の代表者会議で了承されたとおり、正副委員長で作成した文案を代表者へ配付し、検討を依頼。
　・その後、維新、公明、自民から正副委員長案に賛同する回答あり。なお、公明から、委員間討議について「議論した内容が分かるようにした方が良いのではないか。」との意見を受け、修正したことの報告あり。
　・来場者数及び感謝決議案を追記した最終の正副委員長案を、調査報告書案とすることについて、各会派了承。
　・質疑及び意見開陳は省略の上、採決は簡易採決。
　・口頭報告の内容については、委員長一任とすることで各会派了承。

３　本日の委員会運営について
・この後の委員会は、決議案、調査報告書の順に議題とし、それぞれ採決を行い閉会。



